
税務署では、面接相談の事前予約制を実施しております。
電話での回答が困難な相談内容（具体的に書類や事実関係を確認する必要があ

る場合など）については、所轄の税務署において面接相談をお受けしております。
面接相談を希望される方は、所轄の税務署に電話で相談日時を予約してくださ

い。予約の際、名前・住所・相談内容をお伺いし、相談日にお持ちいただく書類
等をお伝えします。

～事前予約制度について～

6

源泉所得税の納付はキャッシュレス納付が便利です

　源泉所得税の納付は、①金融機関や税務署等の窓口に
赴く必要がなく、②自宅や事務所などから納付手続が可
能な非対面の「キャッシュレス納付」が便利です。

※　この冊子は、令和５年12月３日現在の法令等に基づいて作成しています。



注）　所得税徴収高計算書（納付書）以外の書類は、国税庁ホームページに掲載しております。
　



(注）　個人番号が記載された帳簿を備え付けるなど、一定の要件の下、個人番号の記載を省略できる場合が
　　　あります。

《個人番号（マイナンバー）の記載について》
・　「扶養控除等（異動）申告書」には、従業員が従業員本人や配偶者等の個人
番号（マイナンバー）を記載していただく必要があります。

（注）１　本人確認とは、①記載された個人番号が正しい番号であることの確認（番号確認）と、②従業員が番号の正しい
持ち主であることの確認（身元確認）の２つをいいます。
２　控除対象扶養親族等の本人確認は、従業員本人が行います。

・　個人番号が記載された「扶養控除等（異動）申告書」の提出を受ける際には、従業員の
本人確認を行う必要があります。

注）　所得税徴収高計算書（納付書）以外の書類は、国税庁ホームページに掲載しております。
　



給与等の支給額から社会保険料を
控除して、社会保険料等控除後の給与
等の金額を求めます。

扶養控除等申告書から、扶養親族等の数を求めます。 源泉徴収税額表から、社会保険料等控除後の給与等の金
額と扶養親族等の数に応じた税額を求めます。

各月ごとに所得税徴収高計算書（納付書）に従業員
等全員分の支給額等の合計額を記載します。

源泉徴収した所得税等は、次の の場合などを除き、原則、給料な
どを支払った月の翌月 10 日までに納付します。具体的には、①所得税
徴収高計算書（納付書）を添えて、銀行などの窓口での納付といった手
続のほか、e-Tax を利用して納付する場合は、②ダイレクト納付やイン
ターネットバンキングなどを利用した電子納税、③スマホアプリ納付
（一度の納付での利用上限金額は 30 万円です。）、④クレジットカード
納付（決済手数料が必要です。）といった手続があります。

源泉所得税の納付は、ダイレクト納付やスマホアプリ納付、クレジッ
トカード納付といったキャッシュレス納付が便利です。

① ② ③

④

⑤

⑥ ⑦

給与等の金額の算出１ 扶養親族等の数の確認２ 税額の算出３

所得税徴収高計算書（納付書）の記載４

源泉徴収簿

扶養控除等（異動）申告書
源泉徴収税額表

源泉徴収した所得税等の納付５

所得税徴収高計算書（納付書）

６

・ 源泉徴収税額表はその年分に対応したものを使用する必要があります。

・ 扶養親族等の数の数え方については源泉徴収税額表をご覧ください。

(注１) 納付期限の日が、日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、そ

の休日明けの日が納付期限となります。

(注２) 納付期限までに納付がない場合には、加算税や延滞税を負担しなければ

ならないことがあります。

・ 16 才未満の扶養親族は、控除対象扶養親族に該当しません。

・ 扶養親族等の年齢は、その年の 12 月 31 日現在の年齢により

判断します。・ 一定額までの通勤手当は非課税となります。

・ 社会保険料とは、健康保険料、厚生年金保険料、

介護保険料、雇用保険料などをいいます。

《納付する税額がない場合》

納付すべき税額が生じない場合でも、所得税徴収高計算書（納付書）を作成

し、所轄の税務署へ提出していただくか、送付していただく必要があります。
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関するご案内はこちら
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（注）　詳細については、国税庁ホームページに掲載しております。

【 年 度 】

納付年月日が含まれ

る会計年度（毎年４月

１日～翌年３月 31 日）

を記載してください。

【 支払年月日 】

「納期等の区分」欄に記載した期間内の最初と最後

の支払年月日を記載してください。

【 税務署名・税務署番号・整理番号 】

この欄がプリントさ

れている納付書を使用

してください。

また、税務署名につい

て所轄税務署であるこ

とを確認してください。

【 納期等の区分 】

「納期の特例」の期間

の最初と最後の支払年月

を記載してください。

【 合計額 】

「本税」と「延滞税」の金額の合計と一致

しているか確認してください。

記載内容を書き誤ったときは新しい納付

書に書き直してください（訂正した納付書

は金融機関で受理されませんので、ご留意

ください。）。

【 徴収義務者 】

（住所・氏名等）

住所（所在地）、氏名（名称）等

はあらかじめプリントされていま

すので、正しくプリントされている

かご確認の上、電話番号のみ記載し

てください。

【 人 員 】

「納期等の区分」欄

に記載した期間内にお

ける各月の支給実人員

（日雇労務者の賃金は

延べ人員）の合計を記

載してください。

【 本 税 】

「俸給・給料等」から

「年末調整による超過

税額」までの「税額」欄

の合計を記載してくだ

さい。

「支払年月日」欄と「納期等の区分」欄に記載

する年月は一致することにご留意ください。



詳しくは国税庁ホームページの「年末調整手続の電子化に向けた
取組について」をご覧ください。   

（注）　年末調整については、国税庁ホームページの「年末調整がよくわ
　　 かるページ」をご覧ください。

年末調整は12月（その年最後に給料等の支払をする時）に行います。

コチラ

コチラ

キャッシュレス納付に

関するご案内はこちら

　年末調整手続を電子化することにより、従業員から提出された申告書の控除
額や添付書類の確認作業が削減、申告書（紙）の保管場所が不要となるなど、
年末調整手続を効率化することができます。

　以下の報酬を支払う場合には、次の計算式
で求めた所得税等を源泉徴収して、支払った
月の翌月10日までに納付します。

税理士、公認会計士、弁護士、社会保険
労務士、企業診断員などに支払う報酬

源泉徴収の対象となる報酬

司法書士、土地家屋調査士などに支払う報酬３ ５ ０ １ ９ ０ ０ １ ２ ３ ４ ５ ６
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（注）　詳細については、国税庁ホームページに掲載しております。

【 年 度 】

納付年月日が含まれ

る会計年度（毎年４月

１日～翌年３月 31 日）

を記載してください。

【 支払年月日 】

「納期等の区分」欄に記載した期間内の最初と最後

の支払年月日を記載してください。

【 税務署名・税務署番号・整理番号 】

この欄がプリントさ

れている納付書を使用

してください。

また、税務署名につい

て所轄税務署であるこ

とを確認してください。

【 納期等の区分 】

「納期の特例」の期間

の最初と最後の支払年月

を記載してください。

【 合計額 】

「本税」と「延滞税」の金額の合計と一致

しているか確認してください。

記載内容を書き誤ったときは新しい納付

書に書き直してください（訂正した納付書

は金融機関で受理されませんので、ご留意

ください。）。

【 徴収義務者 】

（住所・氏名等）

住所（所在地）、氏名（名称）等

はあらかじめプリントされていま

すので、正しくプリントされている

かご確認の上、電話番号のみ記載し

てください。

【 人 員 】

「納期等の区分」欄

に記載した期間内にお

ける各月の支給実人員

（日雇労務者の賃金は

延べ人員）の合計を記

載してください。

【 本 税 】

「俸給・給料等」から

「年末調整による超過

税額」までの「税額」欄

の合計を記載してくだ

さい。

「支払年月日」欄と「納期等の区分」欄に記載

する年月は一致することにご留意ください。



源泉所得税の改正のあらましなど税制改正に関する情報を掲載しています。

① 税制改正等

年末調整関係の様式や年末調整特集ページなどに関する情報を掲載しています。

② 年 末 調 整

よくあるご質問に対する回答などについて掲載しています。

③ 一般的な情報

法令解釈や専門的なご質問に対する回答などについて掲載しています。

④ 専門的な情報

国税庁ホームページをご活用ください

源泉徴収義務者の方に最新の情報をお届けするため、国税庁ホームページ内に特設ページ（「源泉徴収

義務者の方」）を設けています。

この特設ページでは、「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」などの各種様式、「年末調整のしかた」

などの各種手引・パンフレットや質疑応答事例など源泉所得税に関する情報を掲載していますので、是非

ご活用ください。

※ この画面は令和５年 12 月３日現在のホームページ画面です。

「源泉徴収義務者の方」は、 から を選ん

でいただくと表示されます。

税務職員ふたば

○ 源泉所得税に関するご質問は、タックス

アンサーで解決！あなたの疑問にお答えし

ます！

○ 年末調整に関するご質問は、AI チャット

ボット「税務職員ふたば」にご相談ください。
※ 年末調整の時期に限ります。

★ 電話でのご相談は、国税相談専用ダイヤル【0570-00-5901（ナビダイ

ヤル）】をご利用下さい。音声案内に従って、「２」を選択すると大阪国税局電

話相談センターの担当者につながります。

なお、各税務署の代表電話も引き続きご使用いただけます。




